
 

共同企業体として参加される方へ 

 

 

香芝市家庭ごみ等収集運搬業務の効率的な実施を図る上で必要な場合は、複数の法

人等が共同して入札参加することができます（以下「共同企業体」といいます。）。こ

の場合においては、次の事項に留意して申請してください。 

 

（１）共同企業体の構成員の数は２者までとし、自主結成によることとする。 

（２）共同企業体により参加をする場合には、入札参加時に共同企業体の代表となる

法人等（以下「代表者」といいます。）及び構成員の分担業務等を明らかにし、共

同企業体協定書を締結するとともに写しを提出してください。この場合において、

他の法人等は、当該共同企業体の構成員となります。 

なお、代表者となる法人等又は構成団体の変更は、原則として認めません。 

（参照：共同企業体協定書様式Ａ 記載例） 

（３）共同企業体の構成員は、他の共同企業体の構成員となる、又は、単独で申請する

ことはできません。 

（４）共同企業体の各構成員についても、香芝市家庭ごみ等収集運搬業務の入札説明

書記載の「競争入札に参加する者に必要な資格」の全ての要件を満たしているこ

とが必要です。 

（５）共同企業体は、入札に関する事務全てについて代表者を通じて行わなければな

りません。また、本市が当該代表者に対して行った行為は、当該共同企業体の構

成員全てに対して行ったものとみなします。 

（６）共同企業体の各構成員について、下記の提出書類一覧に記載の様式Ａから様式

Ｄを提出してください。 

（７）開札の立会いを希望される際には、代表者が出席してください。 

 

【提出書類一覧】 

 １．様式Ａ   共同企業体協定書の写し 

 ２．様式Ｂ   誓約書 

 ３．様式Ｃ    共同企業体構成員 

 ４．様式Ｄ   委任状 

 


